
区域外就学の要件について 

  

射水市では各学校の通学区域を定め、住民登録の住所に基づいて就学する学校を指

定しています。教育委員会が相当と認める場合（下表の事由に該当する場合）は、保護者

の申し立てによって、射水市外からの通学を認めています。（区域外就学） 

なお、事由や児童生徒の学年によって、許可期限や必要書類等が異なりますので、事前

にご相談ください。 

 

【裏面に続く】

事由 許可基準 許可期限 必要書類 

住所変更 

（市外へ転出） 

学期の途中で射水市より射水市外へ

住所が変わった場合 

住民票異動日の属

する学期の終了まで 

（最終学年の場合は

卒業まで） 

 

住所変更予定 

（市内へ転入） 

住宅の新築等で射水市内に住所を変

更する予定があり、短期間、住所変更

予定地の指定学校への通学を希望す

る場合 

射水市に住民票が

移るまで 

・建築確認済証写、売

買契約書、賃貸借契

約書写等のいずれか 

昼間留守家庭 

（小学生のみ） 

同居家族の就労により日中留守となる

家庭の場合で、同居家族に代わって

保護する者（祖父母等）の住所の校区

の学校への通学を希望する場合 

 

 

 

 

 

 

 

許可期限開始日の

属する年度の最終

日まで 

※申し立て事由の

継続により、次年度

以降も区域外就学

を希望する場合、毎

年度継続申請が必

要 

・世帯員全員の住民

票 

・児童預かり証明書 

・同居家族が雇用され

ていることや、営業し

ていることを証明する

書類 

(1)雇用されている場合 

就労証明書 

(2)自ら事業を営んでい

る場合 

  就労証明書 

※自ら事業を営んでい

ることがわかる書類（下

記①～③のいずれか）を

添付する 

①営業証明書（市役所

が発行したもの） 

②営業証明書（自治会

長等が証明したもの） 

③直近の確定申告書の

写と事業所名と代表者

名が記載された領収書

等の写 

特別支援学級 

指定学校に特別支援学級がなく、特

別支援学級のある隣接校の学校へ通

学する場合 

卒業まで  

身体的理由 

病気等の身体的理由で通学・通院の

利便性・安全性について配慮する必

要がある場合 

診断書に基づく期間 ・医師の診断書 



 

※区域外就学による通学については、保護者が一切の責任を持ち、安全に通学させてくだ

さい。（通学方法は学校長の指定する方法となりますので事前に確認ください） 

 

 

〇区域外就学の手続き方法  

 

(１) 新入学生の場合 

    市町村教育委員会より発送される就学通知書受領後に、射水市教育委員会学校教

育課にお越しください。 

※ 必要なもの・・・就学通知書、事由ごとの必要書類 

 

(２) 既に就学されている方の場合 

    射水市教育委員会学校教育課にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】                 

射水市教育委員会  

                              学校教育課 学校教育係  

電話 ０７６６－５１－６６３５      

    

特殊事情 
地域的・家庭的又は、教育的配慮から

やむを得ないと認める場合 

教育委員会が必要

と認める期間 

・教育委員会が特に

必要とする書類 


